
第
六
十
二
条
の
七
第
一
項
及
び
第

二
項

法
第
六
十
九
条
の
六
第
五
項

法
第
六
十
九
条
の
十
第
六
項

第
六
十
二
条
の
七
第
一
項
第
一
号

及
び
第
四
項

法
第
六
十
九
条
の
六
第
一
項

法
第
六
十
九
条
の
十
第
三
項

第
六
十
二
条
の
七
第
一
項
第
一
号

及
び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
二
条

の
八
第
一
項
及
び
第
二
項

輸
出
者

特
許
権
者
等

第
六
十
二
条
の
七
第
三
項

を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者

に
係
る
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一

項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物

に
係
る
申
立
て
手
続
等
）
の
規
定

に
よ
る
申
立
て
を
し
た
特
許
権
者

等

第
六
十
二
条
の
九
第
一
項

同
条
第
五
項

法
第
六
十
九
条
の
十
第
六
項

平成˜Ÿ年 月™˜日 木曜日 第››™�号官 報

（
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
期
間
の
欄
中
「
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
〇
日
ま
で
」
を
「
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
数
量
の
欄
中
「
四
五
、
三
〇
〇
ト
ン
」
を
「
七
四
、七
〇
〇
ト
ン
」

に
、「
二
、
二
四
一
、
一
〇
〇
ト
ン
」
を
「
二
、
〇
一
八
、
七
〇
〇
ト
ン
」
に
、「
一
五
七
、
六
〇
〇
ト
ン
」
を
「
一
四

三
、
六
〇
〇
ト
ン
」
に
、「
三
一
、
五
〇
〇
ト
ン
」
を
「
三
〇
、
二
〇
〇
ト
ン
」
に
、「
八
八
、
七
〇
〇
ト
ン
」
を
「
七

七
、
九
〇
〇
ト
ン
」
に
、「
三
二
八
、
六
〇
〇
ト
ン
」
を
「
二
五
四
、
〇
〇
〇
ト
ン
」
に
改
め
る
。

（
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

弁
理
士
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
認
定
手
続
に
関
す
る
税
関
長
に
対
す
る
手
続
）

第
一
条

弁
理
士
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
手
続
は
、
次
に
掲
げ
る
手

続
と
す
る
。

一

輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
次
に
掲
げ
る
手
続
で
あ
っ
て
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十

一
号
）
第
六
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
が
行
う
も
の

イ

関
税
法
第
六
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
手
続
に
係
る
税
関
長
の
通
知
の
受
領

ロ

関
税
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め

ハ

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の

提
出
及
び
意
見
の
陳
述

ニ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

ホ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

第
六
十
二
条
の
九
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
の
手
続
）

第
六
十
二
条
の
十

法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め

等
）
の
規
定
に
よ
る
求
め
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
意
見
照
会
請
求
」
と
い
う
。）を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
、
当
該
意
見
照
会
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
六
十

九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
意
見
照
会
請
求
に
係
る
貨
物
に
係
る

自
己
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
も
の
と
し
て
認
め
る
物
又
は
方
法
の
具

体
的
態
様
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
を
、
当
該
意
見
照
会
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
輸
出
者
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
意
見
照
会
請
求
に
係
る
貨
物
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
の
特
許
権
、
実

用
新
案
権
又
は
意
匠
権
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
物
又
は
方
法
の
具
体
的
態
様
を

明
ら
か
に
す
る
資
料
を
添
え
て
、
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
日

二

法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
十
日
経
過
日
ま
で
の
期
間
を
延
長
す
る
旨
の

通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨

三

意
見
照
会
請
求
を
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
特
許
庁
長
官
へ
の
意
見
の
求
め
の
手
続
）

第
六
十
二
条
の
十
一

税
関
長
は
、
法
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
意
見
を
聴

く
こ
と
の
求
め
等
）
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
対
し
意
見
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
及

び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

書
面
の
写
し
及
び
同
条
に
規
定
す
る
資
料
そ
の
他
の
特
許
庁
長
官
が
意
見
を
述
べ
る
に
際
し
参
考
と
な
る
べ
き
資

料
を
添
え
て
、
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

意
見
照
会
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
で
あ
る
場
合

当
該
特
許
権
者
等
が
当
該
意
見
照
会
請
求
に
係
る
貨
物
に
係
る
自
己
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権

の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
も
の
と
し
て
認
め
る
物
又
は
方
法
の
具
体
的
態
様
で
あ
つ
て
税
関
長
が
特
定
し
た

も
の
を
記
載
し
た
書
面

二

意
見
照
会
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
出
者
で
あ
る
場
合

当

該
輸
出
者
が
当
該
意
見
照
会
請
求
に
係
る
貨
物
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
の
特
許
権
、
実
用
新
案

権
又
は
意
匠
権
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
物
又
は
方
法
の
具
体
的
態
様
で
あ
つ

て
税
関
長
が
特
定
し
た
も
の
を
記
載
し
た
書
面

２

税
関
長
は
、
法
第
六
十
九
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
対
し
意
見
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
の

旨
及
び
理
由
並
び
に
当
該
意
見
の
求
め
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権

又
は
意
匠
権
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
も
の
と
思
料
す
る
物
又
は
方
法
の
具
体
的
態
様
で
あ
つ
て
自
ら
特
定
し

た
も
の
を
記
載
し
た
書
面
に
、
当
該
具
体
的
態
様
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
そ
の
他
の
特
許
庁
長
官
が
意
見
を
述
べ

る
に
際
し
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
を
添
え
て
、
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

税
関
長
は
、
法
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
対
し
意
見
を
求
め
る
前

に
、
そ
の
求
め
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
及
び
輸
出
者
に
対
し
、
前
二
項
に
規
定
す
る
資
料

に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条
中
「
第
六
十
二
条
の
十
」
を
「
第
六
十
二
条
の
十
五
」
に
改
め
る
。

第
九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
中
「
第
六
十
九
条
の
十
（
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
三（
」に
、「
第

六
十
九
条
の
十
一
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
四
」
に
改
め
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

二

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
教
育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
等
）
の
規

定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
施
設
で
私
立
の
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

第
十
八
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
号
」
を
「
前
条
第
三
号
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
五
号
」
を
「
前
条
第

六
号
」
に
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
二
号
又
は
第
五
号
」
を
「
前
条
第
三
号
又
は
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
中
「
児
童
一
時
保
護
施
設
及
び
」
を
「
児
童
一
時
保
護
施
設
、」に
改
め
、「
へ
き
地
保
育
所
」
の
下
に

「
及
び
同
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
つ
て
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
施
設
」
を
加
え
る
。

（
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
四
五
の
項
中
「
第
六
十
九
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
」
に
、「
第
六
十
九
条

の
八
第
二
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
一
第
二
項
」
に
、「
第
六
十
九
条
の
九
第
五
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
二
第

五
項
」
に
、「
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
九
号
」
に
、「
第
六
十
九
条
の

十
二
第
十
項
又
は
第
六
十
九
条
の
十
七
第
十
一
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
五
第
十
項
又
は
第
六
十
九
条
の
二
十
第

十
一
項
」
に
改
め
る
。
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